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 第 　身近な犯罪・事故の特徴と対策第 　身近な犯罪・事故の特徴と対策３３
 

 
 

 (1) 令和５年中の犯罪情勢　

令和５年中、道内における刑法犯認知件数は2万2,232件（前年比+2,628件）と２年連続で

増加となり、自転車の盗難が多発したほか、子供や女性が被害者となるわいせつ事件も後を

絶ちませんでした。これらの犯罪は、誰もが被害に遭う可能性がありますので、他人事とは

 思わず、一人一人が高い防犯意識を持って自ら被害防止に努めることが大切です。

 

 

  発 生 傾 向

 ◆　窃盗犯のうち、自転車盗は約３割を占めています。

◆　無施錠の被害が半数以上を占めており、児童・生徒等（小学生、中学生、高校生、

 　大学生及び専門学生）の被害が約６割を占めています。

  被害防止のポイント

 ◆  短時間の駐輪でも必ず施錠しましょう。

 ◆　駐輪時は補助錠を併用しましょう（ツーロック 。）

 ◆　路上には放置せず管理された駐輪場を利用しましょう。

 ◆　自転車に防犯登録をしましょう。

 

 

  発 生 傾 向

◆　夜間の発生が多く、住宅等における発生が約３割、道路・公園における発生が約２

 割を占めています。

 ◆　13歳未満の子供の被害が約２割を占めています。

  被害防止のポイント

 ◆　イヤホンで音楽を聴きながら、スマートフォンや携帯電話を操作しながらの

 　いわゆる「ながら歩き」はやめましょう。

 ◆　夜間の一人歩きは極力避け、人通りが多く、明るい道を通りましょう。

◆　玄関に入って施錠するまで後方を見るなど周囲を十分警戒しましょう。

 

 

 

   発 生 傾 向

  ◆　侵入強盗のうち、住宅を対象とした強盗が約３割を占めています。

◆　住宅を対象とした強盗のうち、玄関、窓の無締りの被害が最も多く、約８割を占め 

 ています。

 被害防止のポイント

自転車盗　 

不同意わいせつ   

侵入強盗　 



- 16 -

 

 　　　　　◆　在宅時でも、玄関、窓の施錠をしましょう。

◆　来訪者が来ても、すぐに玄関を開けずにインターホン、ドアスコープで相手を確認

 　しましょう。

◆　在宅時に荷物の配送などがあった場合でも、非対面で荷物を受け取る「置き配」を

 　活用しましょう。

 　　　　　◆　防犯性能の高い建物部品やガラス用防犯フィルム等を活用しましょう。

           ◆　警報装置、防犯カメラ、センサーライト等の防犯機器を設置しましょう。

 

 

   発 生 傾 向

  ◆　住宅を対象とした侵入窃盗(空き巣、忍込み、居空き）のうち、玄関

  　や窓の無締りの被害が最も多く、約５割を占めています。

  被害防止のポイント

 ◆　わずかな時間の外出でも確実に施錠しましょう。

 ◆　防犯性能の高い建物部品やガラス用防犯フィルム等を活用しましょう。

 ◆　警報装置、防犯カメラ、センサーライト等の防犯機器を設置しましょう。

 

  発 生 傾 向

 ◆　被害の約７割が無施錠の車両です。

◆　住宅の敷地内・駐車場における被害が約７割を占めています。

         　◆　現金以外にも、バッグ・財布、クレジットカード・キャッシュカード等の被害が多くなっています。

  被害防止のポイント

 ◆　車内にバッグ等の荷物を置いたままにしないようにしましょう。

 ◆　明るくて管理された駐車場を利用しましょう。

 ◆　車両は車庫等に入れて出入口を施錠しましょう。

 ◆　警報装置、防犯カメラ、センサーライト等の防犯機器、駐車監視機能付きのドライ

  ブレコーダー等を活用しましょう。

 

 

  発 生 傾 向

◆　住宅の敷地内・駐車場における被害が約５割を占めています。

 　　　　  ◆　バッテリー、ナンバープレート、タイヤ、ホイール等の被害が多くなっています。

  被害防止のポイント

 ◆　明るくて管理された駐車場を利用しましょう。

 ◆　車両は車庫等に入れて出入口を施錠しましょう。

 ◆　盗難防止ネジやナットでホイール、ナンバープレート等を固定しましょう。

 ◆　警報装置、防犯カメラ、センサーライト等の防犯機器、駐車監視機能付きのドライ

 　ブレコーダー等を活用しましょう。

侵入窃盗　 

車上ねらい　 

部品ねらい　 
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 (2) 犯罪抑止対策の推進　

 ア　道内の刑法犯認知件数の推移

令和５年中、道内における刑法犯認知件数は2万2,232件で、平成14年の９万4,091件と比

 べて約８割減少しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ　地域の犯罪情勢に即した効果的な犯罪抑止対策の推進

、 、 、令和５年中 北海道警察では 地域の犯罪情勢に即した効果的な犯罪抑止対策を推進し

道民が特に不安を感じる犯罪を集中的に抑止するため、子供・女性対象犯罪と特殊詐欺の

 ２罪種を重点犯罪に選定して抑止活動を行いました。

 ウ　北海道警察重点犯罪の認知件数の推移

令和５年中、北海道警察重点犯罪の認知件数は、前年に比べて特殊詐欺が減少した一方

 で、子供・女性対象犯罪が増加しました。

 

 

 

 

 

 

 (3) 予防対策　

 ア　街頭活動の強化

 警察署では犯罪発生の時間帯、場所等を分析し、街頭活動を強化するなど犯罪の予防対

 策と検挙活動を強化しています。

        イ　参加・体験型防犯教室の開催

           警察署では、子供たちが不審者と遭遇した 

         際の対応方法や、学校に不審者が侵入した際 

         の対応方法を訓練する参加・体験型の各種防 

          犯教室を開催しています。

 

 

幼稚園児に対する防犯教室】   　【

94,091 93,863 

88,249 
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Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

子供・女性対象犯罪 453 458 370 383 360 377 381 450 450 623
子供被害犯罪 251 194 174 205 204 229 244 311 298 422
女性被害犯罪 202 264 196 178 156 148 137 139 152 201

259 275 191 307 149 160 183 140 308 160

項目

特殊詐欺
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 ウ　地域住民の自主防犯活動に対する支援

安全で安心して暮らせる北海道を実現するためには、自治体などの関係機関・団体や防

犯ボランティアを始めとした地域住民が、それぞれの立場で犯罪防止のための活動に主体

。 、 、的に取り組むことが重要です 地域住民による子供の見守り活動 防犯ボランティア活動

青色回転灯等装備車によるパトロール活動等、様々な活動が行われ、安全で安心な地域づ

 くりに貢献しています。

北海道警察では、自主防犯活動が積極的に行われるよう、様々な機会を通じて「自らの

安全は自らが守る 「地域の安全は地域の力で守る」ことの重要性を訴えるとともに、自」、

主防犯活動を支援するため、地域で発生した犯罪や防犯対策などの情報をホームページ、

北海道警察防犯アプリケーション「ほくとポリス」、電子メール、Ｘ（旧ツイッター）、

 Yahoo!防災速報、地域安全ニュース、交番ミニ広報紙等により発信しています。

 このほか、合同パトロールやパトロール用資機材の貸与等も行っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　            【防犯ボランティアの防犯啓発活動】 【防犯ボランティアの合同パトロール】

 エ　情報発信活動

 (ア)　北海道警察防犯アプリケーション「ほくとポリス」を活用した地域安全情報等の提供

　　スマートフォンやタブレット端末用のアプリケーション「ほくとポリス」を運用し、

　道民に地図情報と連動した犯罪、不審者、特殊詐欺の発生、防犯対策等の地域安全情報

 　を発信しています。

　　また 「ほくとポリス」は、防犯ブザー機能やちかん対策機能など様々な機能を搭載し、

 　　　　　ている防犯アプリであり、安全で安心な暮らしをサポートします。
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 　　　　　　　　(イ)　電子メールを活用した地域安全情報の提供

携帯電話やパソコンの電子メールを活用して道民に犯罪の発生、防犯対策等に関する

情報（地域安全情報）をタイムリーに提供する「ほくとくん防犯メール」を運用し、情

 報発信を行っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 　 　

 

 　

 

 (ウ)　Ｘ（旧ツイッター）を利用した地域安全情報等の提供

「ほくとくん防犯メール」と同様に、Ｘ（旧ツイッター）でも地域安全情報等を発信

 しています（公式アカウント名「北海道警察防犯情報発信室 @HP_seian」）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (エ)　Yahoo!防災速報による犯罪情報等の提供

ヤフー株式会社と協定を締結して、Yahoo!防災速報により緊急性の高い防犯情報等の

配信を開始しています。スマートフォン用の無料アプリケーションをインストールする

ことで情報を受け取ることができ、地図情報を表示する機能や位置情報と連動する現在

 地連動通知機能等の便利な機能があります。
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 (オ)　広報媒体を活用した地域安全情報の広範囲な提供

増加している犯罪や社会の関心が高い犯罪について、マスコミを通じた報道、ホーム

ページや大型ビジョンを活用した広報啓発、電子メールによる関係機関・団体等への情

 報発信、チラシの作成・配布等により、広く道民へ犯罪被害防止を呼び掛けています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

 　

 　【ホームページ資料掲載】　　 【被害防止啓発用チラシ】　　【関係機関・団体等への情報提供】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 海 道 警 察

★★不審電話対応のポイント★★
□常時留守番電話設定で直接話さない
□電話で家族構成や現金保管状況などは
絶対に答えない

□不審な電話を受けた場合は警察相談電話
♯9110に相談する

◆アプリで防犯情報をお知らせします。

もしもし、
○○です

○○だけど。

これから行く。
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  ２　特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺

 

 (1) 特殊詐欺の手口　

、 、特殊詐欺の手口は 息子をかたって事件・事故の名目で現金をだまし取るオレオレ詐欺や

警察、銀行員をかたって交換や、預かりを名目としてキャッシュカード等をだまし取る預貯

金詐欺、未払いの料金があるなど架空の事実を口実として現金等をだまし取る架空料金請求

 詐欺等、時代とともに多様化しています。

        

 

 　 (2)　 ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺

　　　  ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺とは、ＳＮＳ等を通じて対面することなく、交信を重ねるな

　　　どして関係を深めて信用させ、指定した預貯金口座への振込みその他により現金等をだまし

 　　　取る犯罪です。

 

 (3) 道内の情勢　

令和５年中、特殊詐欺認知件数は160件、被害金額は約５億7,000万円と、認知件数と被害

、 、額ともに前年と比べて減少していますが ＳＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺認知件数が55件

被害金額が約７億2,800万円と、認知件数、被害金額ともに前年と比べて増加し、極めて厳し

 い情勢にあります。

 

 (4)　 被害防止への取組

 ア　関係機関等と連携した水際対策の推進

金融機関、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、宅配事業者等に対し、利用客

への声掛けの協力を要請し、お金をだまし取られる寸前の「水際」で、多数の被害を防止

 しています。

 

 イ　防犯指導・広報啓発の推進による地域住民の抵抗力の強化

特殊詐欺被害の防止のためには犯人からの電話を直接受けないことが効果的であること

から、地域住民のご家庭を訪問して面接する巡回連絡等の機会を通じて、自宅電話を常時

留守番電話設定にするよう助言したり、迷惑電話防止機能付電話機の活用を推奨するなど

しているほか、統一フレーズ「詐欺電話がきたら♯9110」を定め、詐欺電話を受けたら警

 察に気軽に相談できるよう警察相談専用ダイヤル♯9110の活用について周知しています。

また、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺被害者は、ＬＩＮＥなどのＳＮＳに誘導され、被害

に遭っていることから、ＬＩＮＥヤフー株式会社の協力を得て啓発チラシを作成し、注意

 喚起を行っています。
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Instagram、Facebook、Xなど

S N S の 投 資 に 関 す る
広告をクリック した り、

突然招待される な ど の
方法により、投資に関するLINEの
グ ル ー プ ト ー ク に 参 加 し 、
投 資 と 称 し て お 金 を だ ま し
取られる被害が急増しています。

先生のおかげで
50％の利益です

今月は＋100万でした

すごい！うらやましい！

先生の言うとおり新
エネルギーは間違い
ありませんでしたね

LINEのグループメンバーは全部
サクラかも？！
□全て犯人が書き込んでいる偽メッセージ
かもしれません。

相手は金融庁に登録をしている
業者ですか？
□金融商品を取扱うには金融庁への登録
が必要！登録がなければ違法です！

□登録されている業者は金融庁のホーム
ページに公開されていますので確認を！

著 名 人 をか た る 相 手 は本 物
ですか？
□面識のない著名人から突然連絡が
くるでしょうか。

このグループトークの情報に
従えばお金が増やせるかも…

出典：LINE みんなの使い方ガイド「投資に勧誘された…それ、詐欺です！」
サイトURL https://guide.line.me/ja/security/investmentfraud.html

】【 詐欺電話がきたら♯9110」周知チラシ「

】【金融機関における声掛け周知ポスター 】【迷惑電話防止機器推進チラシ

】【ＳＮＳ型投資詐欺被害防止啓発チラシ
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 ３　ストーカー・配偶者暴力事案　　　　　　

 

 (1)　 ストーカー事案の取扱状況　

 ア　相談受理の状況

令和５年中の道内におけるストーカー事案の相談受理件数は534件で、前年と比べて25件

 減少しており、平成28年以降は減少傾向で推移しています。

女性が被害者となる相談は、484件（90.6％）と全体の９割以上を占めており、年代別では

（ ） 、 （ ）、 （ ）20歳代が179件 33.5％ と最も多く 次いで30歳代が102件 19.1％ 40歳代が93件 17.4％

 となっています。

被害者と行為者の関係は、交際相手が166件（31.1％）と最も多く、次いで知人・友人が93件

 （17.4％ 、職場関係が64件（12.0％ 、行為者不明が58件（10.9％）となっています。） ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストーカー行為の態様を、ストーカー行為等の規制等に関する法律（以下「ストーカー規

制法 という に基づく つきまとい行為等 別 複数計上 に分類してみると １号の つ」 。） 「 」 （ ） 、 「

きまとい、待ち伏せ、押し掛け等」は315件、３号の「面会、交際等の要求」は139件、５号

 の「無言電話、連続電話、連続電子メール等」は114件となっています。

 凡例
１号～つきまとい、待ち伏せ、押し

 　　　掛け等
 ２号～監視していると告げる行為

 ３号～面会、交際等の要求
 ４号～粗野乱暴な言動

５号～無言電話、連続電話、連続電
 　　　子メール等

 ６号～汚物などの送付
 ７号～名誉を害する事項を伝える行為

８号～性的羞恥心を害する事項を伝
 　　　える行為

G P S～GPS機器等を用いて位置情報
　　　を取得、GPS機器等を取り付

 　　　ける行為等
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 イ　検挙・警告の状況

     令和５年中の道内におけるストーカー規制法に基づく警告件数は70件、禁止命令件数は

   54件となっています。

　　　　　ストーカー事案の検挙件数は109件で、主な罪種はストーカー規制法違反41件、住居侵入

 　　　　20件、脅迫11件となっています。

 

 (2) 配偶者からの暴力事案の取扱状況　

 ア　相談受理の状況

令和５年中の道内における配偶者からの暴力事案の相談受理件数は3,878件で、前年と比

 べて158件増加しており、このうち女性からの相談が2,670件（68.8％）となっています。

年齢別では、20歳代の相談が1,005件（25.9％）、30歳代の相談が959件（24.7％）、40歳代

 が774件（20.0％）となっています。

被害者と加害者の関係は婚姻関係が2,496件（64.4％）、同居型の交際関係が915件（23.6％）、

 内縁関係が186件（4.8％ 、元夫婦が160件（4.1％）となっています。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 -

 イ　保護命令発令・検挙状況

令和５年中の道内における裁判所からの配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律（以下「配偶者暴力防止法」という ）に基づく保護命令発令通知は54件で、前。

 年と比べて15件増加しました。

令和５年中の検挙については、配偶者暴力防止法に基づく保護命令違反の検挙は３件で

 前年と比べて１件減少し、他事件での検挙件数は391件で前年と比べて53件増加しました。

 主な罪種については 殺人未遂２件 暴行180件 傷害158件 脅迫15件となっています、 、 、 、 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　

    (3) 令和５年中の主なストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の検挙事例　

 《事例１》

　令和５年４月、妻に対する暴力を原因として、その住居付近をはいかいしてはならない旨の

命令を受けていたにもかかわらず、その住居付近をはいかいした男を配偶者暴力防止法違反で

。 （ ）逮捕しました 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 網走署

 《事例２》

　令和５年10月、特定の者につきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていたにも関

わらず、その勤務先付近で待ち伏せしてストーカー行為をした男をストーカー規制法違反で逮

。 （ ）捕しました 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中央署

 

 (4) 警察の取組　

・　医療機関との連携によるストーカー事案加害者に対するカウンセリング治療を推進して

 います。

・　道立女性相談援助センターや保護観察所との連携を強化し、被害の拡大を防止するため

 の活動を推進しています。

 

 　高齢者が関わる交通事故　　　　　　　

 

 (1) 現状　　
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令和５年中の道内における高齢運転者側に主な原因のある交通死亡事故の発生件数は31件

 で、前年に比べ７件減少しました。

過去10年の推移をみると、交通死亡事故件数全体が減少傾向で推移しているのに対し、高

齢運転者による交通死亡事故件数は横ばいで推移しているため、高齢運転者による交通死亡

 事故の占有率は高くなっています。

令和５年中の交通死亡事故のうち、原動機付き自転車以上の車両を運転し、第１当事者と

なった事故の運転者を年代別にみると、高齢運転者による件数が31件で最も多く、全体の４

 分の１以上を占めています。

死者数については、過去10年の推移をみると、減少傾向で推移していますが、全死者数に

占める高齢者の占有率は高く、平成26年と令和２年、５年以外は、50%を超える占有率となっ

 ています。

 高齢死者の状態別の状況をみると、高齢者以外は四輪乗車中に死亡している特徴があり、

 　　　高齢者は歩行中に多く死亡している特徴があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　 (2)　 対策

　北海道警察では、高齢歩行者対策と高齢運転者対策の両面に関して、それぞれ対策を講

 　じています（取組の詳細は第13「交通死亡事故抑止活動」を御覧ください 。。）

四輪乗車中

56.2%二輪乗車中

17.8%

自転車

4.1%

歩行者
21.9%

高齢者以外死者状態別

四輪乗車中

37.9%

二輪乗車中

5.2%

自転車

6.9%

歩行者

50.0%

高齢死者状態別

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
157 168 149 144 130 148 136 119 113 118
151 164 148 142 125 141 130 115 103 111

うち高齢運転者 41 46 42 34 37 44 43 40 38 31
（占有率） 26.1% 27.4% 28.2% 23.6% 28.5% 29.7% 31.6% 33.6% 33.6% 26.3%

注１　１当とは、第１当事者の略称で、最初に交通事故に関与した車両等の運転者又は歩行者のうち、過失が重い者をいう。

　２　原付以上とは、一般原動機付き自転車以上の車両をいい、自転車等の軽車両、歩行者、路面電車、列車を除く。

　３　高齢運転者とは、65歳以上の者をいう。

　４　占有率は、交通死亡事故件数に占める高齢運転者による事故件数の割合

交通死亡事故件数
うち１当原付以上

区　　分

若年者 25～29歳 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 高齢運転者

12 7 6 23 19 13 31 111 7 118

10.2% 5.9% 5.1% 19.5% 16.1% 11.0% 26.3% 94.1% 5.9% 100.0%

注１　１当とは、第１当事者の略称で、最初に交通事故に関与した車両等の運転者又は歩行者のうち、過失が重い者をいう。

　２　原付以上とは、一般原動機付き自転車以上の車両をいい、自転車等の軽車両、歩行者、路面電車、列車を除く。

　３　占有率は、交通死亡事故件数に占める年代別事故件数の割合

　４　１当自転車・歩行者は、全年代の合計件数

（占有率）

交通死亡事故件数

合　計区　　分
１ 当 原 付 以 上

小　計
１当自転車・歩行者

・その他

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

169 177 158 148 141 152 144 120 115 131

75 96 83 76 79 83 68 78 63 58

44.4% 54.2% 52.5% 51.4% 56.0% 54.6% 47.2% 65.0% 54.8% 44.3%

区　　分

交通事故死者数

うち高齢者

（占有率）


